
 

追加質疑回答書  

 

               事業者名  千葉県高齢者生活協同組合  

                     花いちりん流山  

 

追加質疑  運送の対価における「早朝（８時以前）、夜間（１８時以

降）、祝祭日の２５％増」について、説明では「労働基準法

の規定によりドライバーに支払う給料等が割増になる分を

対価に上乗せして頂いている」との事であった。労働基準法

を根拠とする場合、ドライバーの勤務形態が労働基準法の

規定を満たしていることが必要であると思われるが、上記

割増は１日８時間、週４０時間の労働時間を超えた分に対

して支給しているという理解でよいのか。  

回   答  上記割増は、国が定める介護ヘルパー（非常勤職員も含

む。）の報酬基準（指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準）における「夜間（午後６時から午後１０時

まで）又は早朝（午前６時から午前８時まで）の利用に対し

２５％の報酬加算」の規定に基づき、設定しているもので

す。  

当事業所では、「夜間（午後６時から午後１０時まで）又

は早朝（午前６時から午前８時まで）」の運送に対しては、

福祉有償運送の対価（例えば 2 キロメートル 600 円）に上

乗せして割り増し分を利用者から頂いております。割増し

分はそのまま全額を福祉有償運送のドライバーに支払って

おります。  

 

 

 

 

 


